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令和３年度 第１回 愛知県障害者自立支援協議会 議事録 

 

 

１ 日時 

令和３年７月 15 日（木）午前 9 時 30 分から午前 11 時 30 分まで 

 

 

２ 場所 

愛知県三の丸庁舎 ８階 大会議室 

 

 

３ 出席者 

青島史枝委員、岩田圭司委員、江川和郎委員、大石明宣委員、 

岡田ひろみ委員、木本光宣委員、栗本辰也委員、小島一郎委員、 

鈴木智敦委員、髙橋脩委員、坪井重博委員、手嶋雅史委員、長坂宏委員、 

中住正紀委員、長谷川宏委員、牧野昭彦委員、松﨑俊行委員、 

松下直弘委員          18 名 

（事務局） 

障害福祉課長ほか 

（傍聴者） 

１名 

 

 

４ 開会 

＜障害福祉課長挨拶＞ 

＜委員紹介＞ 

＜資料確認＞ 

 

髙橋会長 

改めまして皆様おはようございます。 

本日はお忙しい中、愛知県障害者自立支援協議会に御出席いただきありがとうござい

ます。この協議会は皆様御存知のとおり愛知県における障害のある方々の相談支援体制

等をより良くしていくために全員で平等に協議を行う場であります。委員の皆様方にお

かれましては、この趣旨を御理解いただき会議が充実したものとなりますよう御遠慮な

く御意見をいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。 

本日の会議の内容は次第にありますように議題が２件、報告事項４件となっておりま
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す。委員の皆様方の御協力いただきましてスムーズに会議を進めていきたいと思います

のでよろしくお願いいたします。 

では早速、議事に入らせていただきます。議題(1)愛知県障害者自立支援協議会専門

部会の活動状況について、まず人材育成部会の報告を小島部会長からよろしくお願いい

たします。 

 

議題 

(1) 愛知県障害者自立支援協議会専門部会の活動状況について 

ア 人材育成部会の活動状況について 

 

人材育成部会小島部会長 

資料１の１ページ目になります。内容といたしましては、昨年度の指定事業者による

研修実施状況についてと、コロナの影響で急に機会として出てきましたオンライン研修

のことを検討しております。 

まず一つ目の指定事業者による研修実施についてです。実施状況については、資料の

数字のとおりですが、コロナによってバタバタした中での実施になりましたけれども、

受講者も含めた関係者の工夫や御協力によって資格に関する重要な研修を何とか実施

できたかなと思っております。また数字のところを見ていただいてもお感じになるかと

思いますが、コロナ禍ではありましたが、やはり一定以上の希望がありまして、研修の

必要性を改めて感じているところです。研修の実施方法については、資料のとおり合同

の集まった講義については基本的に事前に講義を収録いたしまして、その後オンデマン

ドで配信をするという形でやっております。急なことではありましたけれども、集まっ

て講義を聞いていただければ間違いなく聞いているということは分かりますが、こうい

う形になりますと実際に視聴したかどうかの確認が必要になりまして、レポート提出等

でその確認を行いました。演習については、相談支援従事者研修では感染対策としてマ

スクとフェイスシールドを講師も受講者もつけまして行っております。サービス管理責

任者等研修につきましては、２日程については双方向のオンラインで Zoom を使用した

形で行っております。部会での委員からの意見としては資料のとおりですが、研修の効

果測定ということが改めて話題になっています。今までも、受講者の研修の受講態度と

いったことがいろいろと課題にはなってきていましたが、オンラインとかオンデマンド

っていうことが方法として出てきて、実際にはその効果としてどうなのかということが

改めて課題としては出てきているということです。 

それについての検討が二つ目のオンライン研修の効果についてです。サービス管理責

任者等研修と強度行動障害応用研修について、オンラインで行った結果のアンケートを

見ましたところ、満足、やや満足という回答が 85％を超えております。ただ一方で、一

つ一つの意見や要望を見ていきますと（２）にあるように一長一短と言いますか、オン
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ラインである便利さと、デメリットと言いますか直接話がしづらいので表情が読みにく

いとか話し合いに戸惑うというような意見もあります。このあたりが一つまず検討のポ

イントになってきます。また、（３）集合研修とオンラインの評価についてはこれもア

ンケートの結果からは内容の理解度にほとんど差がなかったというふうに集計上は見

られますが、委員からの意見等のところにもあるようにやはりアンケートというのはよ

ほどのことがないと否定的な評価というのが出づらいということもあります。実際に便

利さがあるのは間違いないので満足度ということが一定程度は分かりますが、それが高

かったからといって、本当にそれだけで良かった良かったでいいのかという御意見は当

然ありまして、そのあたりも検討するポイントというふうに考えています。今後の課題

というところで、オンライン研修についてアンケート等を見ますと一定の評価は得られ

たとは思いますが、先ほども申し上げたように便利さであったりメリットがいろいろあ

る反面、肝心の研修効果としてはどうなのだろうかということを考えていく必要がある

ということが部会の中でも一番話題となったところです。その研修効果をどう測定する

かという方法の工夫ですとか、実際に研修というのは資格を取ったり更新するだけが目

的ではなくて、やはり支援行動にどう影響するかということが重要になってきますので、

現場に戻ってどうだったのかというフィードバックも含めて、今後考えていくべきでは

ないかということです。 

今の話をまとめますと、オンラインというものが急遽導入されましたが、特に講義な

どは、この形が一定程度は残っていくとも考えられるので、そのための効果測定等を考

えていく必要があるということです。それから、研修の後のアンケートだけで判断する

のではなく現場でどう生かせるかという視点もそこには必要です。個人的な意見にはな

りますが、研修の効果測定はいろいろな方法やアイディアというものは考えられるかと

思いますが、実施状況のところの受講者数を見ていただいても分かるとおり、愛知県と

いう都市部での研修というのは大勢の方を対象としますので、効果測定の方法も検討し

ていきますけれども、結果的にそこにはＩＣＴの活用がないとなかなか現実的に難しい

のではないか、そこも検討のしどころかなというふうに思っている次第です。報告とし

ては以上です。 

 

髙橋会長 

どうもありがとうございました。この件につきまして、御意見や御質問ありませんで

しょうか。松下委員お願いします。 

 

松下委員 

資料の内容に１点誤りがあるのではないかと思いますので、お伝えしたいと思います。

１ページ左側、真ん中よりも下段（２）イのサービス管理責任者等研修基礎研修につい

て、全７日程のうち２日程が双方向オンラインでの実施となっていますが、オンライン
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研修は３回開催したと記憶しています。実際、私も研修の組立てや運営に携わっていま

すので２月に１回、３月に２回だったというふうに記憶しています。そのため、全８日

程のうち３日程が双方向オンラインだったのではないかなと思いますので、御確認をお

願いしたいと思います。 

それから、オンラインの研修ですけども、私の方でも非常に丁寧に対応させていただ

きました。研修の組立てをしていく中で、オンラインが苦手な受講生がいるというのは

想定をしていましたので、事前の接続テストを設けまして、グループワークも Zoom の

機能を使って実施しましたが慣れていただくための練習や、それから Google の提供す

るサービスを使ってグループワークの中で参加者同士が意見交換ができる仕組みを作

りました。これも実際使ってもらうということで、あらかじめ相当の準備をさせていた

だきました。その結果、オンラインの研修が滞りなく実施できたというふうに思ってい

ますので、ただオンライン化したということよりも、かなり事前の準備と運営に向けた

工夫がなければ実現できないと思います。そうすると、そういった運営ができる人材の

育成と確保が必要になってきます。資料の中にもありますけれども、ファシリテーター

や講師の確保、これもここに付随してくることだと思いますので、リアルであってもオ

ンラインであっても、運営ができる講師やオンラインの操作ができるオペレーターなど

をしっかりと育成していくということが、肝になってくるかなというふうに思います。 

また、先般、国のサービス管理責任者指導者養成研修に参加させていただきましたけ

れども、従来のリアル研修でやっていたグループワークを含めた２日間日程が、ほぼ

丸々同じ状態でオンラインで実施できたのは愛知県だけだったかなというふうに確認

をしました。他の県は、動画配信をして確認テストで終了といった形でグループワーク

も実施せずに終了してしまったというケース、あるいはレポートを提出させたけれども

動画で講師が話している内容をそのまま書き写してきてしまうという状況で、その結果、

追研修という形でリアルで開催せざるをえなくなったという話も聞いています。そのた

め、非常に多い受講生ではありましたけれども、愛知県はきちっと中身のあるものを実

施できたということは、他県に比べると相当自信を持っていいかなと思いますし、しっ

かりと組立てができたかなというふうに自負をしているところでもあります。今年度

4,000 人が概ねサビ管だけで対象者として考えられているということを考えますと、先

ほどの効果測定ですが、これを誰が評価するのかということや、何を評価するのかとい

うこともしっかり詰めなくてはいけないのではないかなというふうに思います。一方で

サビ管の研修に関しては、基礎研修の後、２年間のＯＪＴを踏まえて実践研修を受ける

とサビ管を名乗れるようになりますが、その後５年ごとの更新研修というふうになって

いきますので、それぞれの事業所でＯＪＴをしっかりやってくださいという部分が、ど

うやって評価できるのかということが次の課題になってくるかと思います。そうすると、

効果測定も大事ですけれども、それぞれの市町村協議会の人材育成の部会等を通じて、

こういったサビ管のフォローアップだったりとか事例検討会だったりとか一定の事業



- 5 - 
 

者単位ではなかなか難しいのところの後追いをしっかりとしてあげて、実践研修を受け

るとか更新研修を受けるとかいうような形で、重層的なその育成体制を構築していくこ

とも考えなくてはいけないのではないかなというふうに思いました。 

資料に少し修正があるのではないかなという点と、実際に実施をした自分の体験談、

それから今後の課題ということでお話をさせていただきました。 

 

髙橋会長 

ありがとうございました。この修正の問題についてはいかがでしょうか。事務局から

お願いします。 

 

障害福祉課地域生活支援グループ加藤課長補佐 

松下委員の先ほどの全７日程のうち２日程双方向オンラインは、８日程のうち３日双

方向オンラインではないかということですが、これについては表記の時点の違いであり、

実際は元々７日程のところ、オンラインが入ったので２日程を３回に分けてオンライン

で開催したということです。そのため、当初の開催予定の７日程のうち２日程で双方向

オンライン実際開催したということであり、変更後として８日程のうち３日程がオンラ

インになったということですので、口頭での追加説明とさせていただきます。 

 

髙橋会長 

後段のことについてはいかがでしょうか。事務局の方からお願いします。 

 

障害福祉課地域生活支援グループ加藤課長補佐 

引き続きまして、後段の重層的な育成体制のことについてお話をさせていただきます。

サービス管理責任者の研修体系が令和元年度に変わりまして、基礎研修、実践研修、更

新研修といったことで、２年後、５年後といったような研修のカリキュラム体制が基本

的には組まれています。ただ、研修を実施して実際にそのあと生かせていけるかの問題

であったりとか、実際にサビ管として配置されるかどうかという体制の違いがあること

は承知をしております。そういった中で、実践研修が今年度から始まりまして、実践研

修後に本当にサビ管としてひとり立ちできるのか、ひとり立ちできる人材を如何にして

作っていくかということが現在の課題であるというように思っています。そういった意

味で市町村協議会で一部の地域はフォローアップ研修をしていただいておりまして、そ

ういった研修をしていただいてるところでは人材が確実に育成されていると思ってい

ますが、そういった育成がされていない市町村においてはそういった差が生まれている

ということは承知をしておりますので、今後こちらの人材育成部会でありますとか、地

域相談支援アドバイザー会議などで情報収集等を行いながら、今後の重層的な育成体制

についてもあわせて検討していければと思っております。御意見ありがとうございまし
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た。 

 

髙橋会長 

重要な問題です。実際にオンライン研修を講師または受講者として経験された方もた

くさんいらっしゃるのではないかと思いますが、この活用を考えるというのは今後の流

れかなと思います。他に御意見いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、次

に移らせていただきます。 

次は、地域生活移行推進部会の長坂部会長、よろしくお願いいたします。 

 

議題 

(1) 愛知県障害者自立支援協議会専門部会の活動状況について 

イ 地域生活移行推進部会の活動状況について 

 

地域生活移行推進部会長坂部会長 

第１回地域生活移行推進部会の中間報告をさせていただきます。資料２を御覧くださ

い。まず、部会の検討内容を報告させていただく前に当部会に関係します第６期障害福

祉計画における取組の方針について説明させていただきます。第６期障害福祉計画にお

きましては、福祉施設入所者の地域生活移行を推進するとともに、福祉施設入所者、入

所希望者を減らすため、地域生活を継続するための支援策の強化を図ることとしており

ます。具体的に、福祉施設入所者の地域生活移行の推進につきましては、今年度は地域

生活移行事例実態調査を実施します。この調査の概要としましては、今年度中にグルー

プホームに移行する施設入所者３名について、施設、グループホームにおける支援の内

容を確認するとともに、支援状況を数値化、見える化します。また、地域生活移行にあ

たり、どのような支援を必要としているのか、移行が進まない理由としてどこに課題が

あるのかをアンケート調査等によって浮き彫りにしていきます。この調査は一般社団法

人愛知県知的障害者福祉協会に委託して実施されますが、私も部会長として先日、オン

ラインで開催された第１回実態調査ワーキンググループに参加しました。その日は委員

さんの互選によって委員長に選出された、県の知的障害者福祉協会・入所施設部会の榎

本部会長の議事進行のもと、県が示した地域生活移行事例実態調査の実施要綱を踏まえ

て、地域生活移行事例のお人の選定、それから実態調査ロードマップの確認、アンケー

ト調査項目案の検討が行われました。まずは、地域生活移行事例としてどなたを３名選

定するのか。それから、具体的にその施設に訪問して調査するということが重要な初め

の一歩になるのかなと感じました。２点目の地域生活を継続するための支援策の強化に

つきましては、地域における居住支援のための機能である地域生活支援拠点等の確保及

び機能強化を図ります。以上の方針に基づき第１回部会では地域生活支援拠点等の整備

につきまして検討しました。地域生活支援拠点等の整備につきましては、第５期障害福
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祉計画では 2020 年度末までに各市町村又は各圏域におきまして、拠点等を少なくとも

一つ整備することとしておりましたが、第６期の計画では 2023 年度末までに各市町村

又は各圏域におきまして、少なくとも一つ確保しつつ、機能の充実のため年 1 回以上運

用状況の検証及び検討することとなっております。今年４月１日現在の拠点等の整備状

況について説明させていただきます。資料にありますとおり、整備済みの市町村は 46

市町村、2021 年度中に整備予定の市町村は４市、2022 年度以降に整備予定の市町村は

４市町です。また、運用状況の検証検討につきましては、そういった評価・検討の場が

決まっているという市町村は 47 市町村で、評価項目基準が決まっている市町村は６市

となっております。部会の委員から上がった意見としましては、評価・検討を行うこと

は決まっているが具体的な評価項目基準が決まっていないため必要な機能を満たして

いるか評価できない、多くの市町村において評価項目基準が決まっていないことから県

として一定のモデル的な指標を示したらどうかという意見がありました。このことから

今後の取り組みとしまして、２点挙げさせていただいております。一つ目は、拠点等の

整備の推進としまして地域アドバイザーにより未整備の市町村の検討状況を把握しま

す。また、機能のさらなる充実を図るために、随時、地域アドバイザーから整備済の市

町村への助言や人材育成等の支援を行います。二つ目は、運用状況の検証検討の実施と

しまして、検証検討を既に実施している市町村の評価方法等を収集し、他の市町村へ情

報提供を行います。また、すべての市町村において必要最低限の機能を確保するために、

客観的な指標が必要となることから地域アドバイザーと連携して、評価項目や基準を部

会として検討していきたいと思います。以上で第１回の地域生活移行推進部会の報告と

させていただきます。 

 

髙橋会長 

ありがとうございました。二つの取組、課題について報告をいただきました。 

この件について、御質問や御意見はいかがでしょうか。長谷川委員、お願いします。 

 

長谷川委員 

まず地域生活支援拠点についてですが、地域生活支援拠点はそれを作ることが目的で

はなくて、作った後の機能の充実というのが目的だと思います。その立場に立って２点

ほど確認させていただきたいのですが、モデル的な指標を作るということですが機能の

充実はここに書かれているように相談、緊急時の受入れ・対応、体験の機会・場、専門

的人材の確保・育成、地域の体制づくりの５つの機能があります。従って、５つの機能

に対してやはりモデル的な指標を作っていただきたいなというのが一つ。それから二つ

目はこの５つの機能について、この３年間の計画の中で５つの機能すべてを市町村にや

ってもらいたいと思っているのか、あるいは５つの機能の一つだけを選択してやればい

いのか、その辺を少し教えていただきたいと、この２点をお願いいたします。 
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髙橋会長 

御意見と御質問だったと思いますが、最初の方の５つの機能に沿った評価については、

部会としてどんなふうに考えておられるのかお答えいただければと思います。次いで、

後段のことについては県の考えも少しお聞きしたいと思いますので、それぞれよろしく

お願いします。 

 

地域生活移行推進部会長坂部会長 

このモデルの指標を作ることについては、部会委員の中で意見としては正直、分かれ

ています。全く指標のないというところもありますので、そこには何らかのものを示し

た方がいいじゃないかという意見は出ていますが、もう既に指標を持って評価などをさ

れている市町村もありますので、そことの関係性、それから地域生活支援拠点としての

機能としてこの５つの機能が実際には上がってはいますけれども、例えば相談機能であ

れば基幹相談センターが機能としては既に担っているだろうという意見も出ています

し、専門的人材の育成・確保といったものが拠点という機能の中で行われるのか、そう

ではなくそれは自立支援協議会の中で既にもう実践されているのではないかという意

見も出ております。ですので、指標として作っていこうというふうには考えております

が、そこについては委員の中で意見が一つにまとまっているという段階ではありません。

まだ議論している途中です。以上です。 

 

障害福祉課地域生活支援グループ加藤課長補佐 

長谷川委員の御質問についてお答えをさせていただきます。まず、何らかの指標がい

るのではないかという御意見でございました。各市町村間でどれぐらいできているのか

ということを相対的にはかるためには、県としても何らかの指標が必要であろうという

ことで地域生活移行推進部会の方で御検討いただいているところです。その際におきま

しては、５つの機能ごとにそれぞれの項目といったことでの検討が必要だというように

は認識をしております。また２つ目ですが、すべての市町村においてこの５つの機能す

べて要るのか、それとも一つ二つでもいいのかというお尋ねでございますが、この地域

生活支援拠点が在宅の障害のある方の地域生活の継続のための居住支援だという観点

からしますと、この５つの機能はすべて必要だというように認識しております。 

そのため、先ほどの指標の話とも重なりますが、市町村において最低限の基準としてこ

こまでは必要だという部分と、そこから機能充実ということでさらに必要だといった部

分とそれぞれの指標をお示しできるようになればいいというように思っております。第

６期計画で検証・検討というものが必要となっておりますので、そういったことを踏ま

えて部会として合わせて検討していただければと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 
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髙橋会長 

以上が県の意向ということでした。長谷川委員、御意見どうですか。 

 

長谷川委員 

要は機能強化ということをうたっている訳ですが、この５つの機能というのは現状で

もどこの市町村もやっていないことはないと思うんですよね。そのうえで、現状よりも

より機能強化をしたいということであれば、やはりより機能強化というレベルというの

を示していただかないとまずいじゃないかなと私は思います。先ほどまだ検討会で意見

が割れているというようなお話がありましたが、今まで市町村で既にやっているけれど

も、それよりもより高いレベルのことを求めてようとしている訳ですよね。その高いレ

ベルが何かというのがないと進んでいかないと思います。 

 

障害福祉課地域生活支援グループ加藤課長補佐 

障害福祉課から引き続き回答をさせていただきます。目指すべきところというのは切

りがないというふうには思っておりますが、最低限のところとそれより上を目指すとい

ったところは必要だというように思っております。例えば体験の機会・場というものが

ございますが、こちらにつきましても例えば場所だけは確保したけれども、実際に体験

ができる状況がない、もしくは体験できる方が、生活が自立されている方に限られてい

る、また、意思決定支援が必要な方については対応できないなど様々なできない部分と

いうのがございます。本来であれば在宅の方の居住支援ということを考えると、すべて

の在宅の障害のある方々が御希望された時に対応できるようにするというのが目指す

べき姿ではありますが、それを最終的なゴールとして、ステップとしてどこまでやって

いくかというのを評価するというのが、今回の検証・検討の目的だろうというふうに思

っております。そういった部分でこういったレベルを示すといったところについて、今

後検討してまいりたいと思いますので、もうしばらくお時間いただければと思います。

ありがとうございました。 

 

髙橋会長 

これは難しい問題だと思っています。一つは対象をどこに絞るのか、そして実際に機

能のところでは重複しているという問題がある訳ですよね。そうすると、既存の自立支

援協議会などとの役割分担をどういうふうに整理していくのか。その辺りの問題はきち

っと整理しない限り地域の中で混乱を持ち込むことになると思っています。これが、形

はできても内容の充実がなかなか伴ってこないという背景にあると思います。国から降

りてきたことをそのまま曖昧なまま受けとめて取り組むのではなく、愛知県にあったよ

うな、そして上手に機能の棲み分けがなされるように、また地域で実際にこれが機能す

るような拠点事業となるように、部会として取り組んでいただければありがたいと思い
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ます。県もそういう視点で役割の整理、機能の整理というものをしていただければあり

がたいなと思います。是非ともよろしくお願いします。 

他に御意見ありますか。岡田委員、よろしくお願いします。 

 

岡田委員 

福祉施設入所者の地域生活移行について、支援状況を数値化するとありますが、これ

はどのように数値化して私たちに分かりやすく示してくださるのでしょうか。それから、

地域生活支援拠点事業について、やはりこれは使いたい時になかなか使えないというの

は実態でして、地域で住んでおられる重度化する、親が高齢化している方々が施設に入

らないでそのまま地域で住み続ける、グループホームなり一人暮らしでも地域でそのま

ま進んでいくためには地域生活支援拠点がすごく大きなポイントになると思いますが、

やはり緊急時に使えない現状があり、体験の機会もなかなか順番が回ってこないってい

う現状を会員さんからお聞きすると、やはり地域の地元で密接な関わりを持ちながら、

この体験の機会など本当に使いやすい地域生活支援拠点になっていただきたいなと思

っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 

髙橋会長 

 この件について事務局、いかがでしょうか。 

 

障害福祉課地域生活支援グループ加藤課長補佐 

１点目の御質問にお答えさせていただきます。地域移行事例実態調査の数値化のやり

方とどのようにお見せできるかといったことですが、現在、一般社団法人愛知県知的障

害者福祉協会と調整をさせていただいておりまして、実際に施設から移行するにあたっ

て施設側でいつからどのような支援をどれぐらいの時間、どれぐらいの量をされている

かということを過去の記録等から拾い出していただいて、それをまず数値化させていた

だくとともに、そのあとグループホームに行かれた後に、施設とグループホームそれぞ

れがどのような支援、どういった支援の時間、量、場所、質といった部分をされるかと

いうことをまずは数値化させていただいて、どういった支援が必要なのか、それに対し

てどれぐらいの時間が必要だったのかといったことを報告書にまとめまして、また皆様

方にお見せできればというふうに調整をしているところでございます。年度末までの委

託事業となりますので、また年度末に何らかの御報告ができると思いますので、よろし

くお願いいたします。１点目につきましては以上でございます。 

 

髙橋会長 

２点目については、部会長の方から何か意見ありますか。 
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地域生活移行部会長坂部会長 

２点目は、地域で暮らすことということでしょうか。実際、特に自閉症協会つぼみの

会さんにはいろいろお世話になっていますけれども、強度行動障害の方がすぐに緊急時

の対応で使えるところがあるのかと言ったときに、現実としては会員さんからはなかな

か入れない、使えないという声が上がっているということですよね。それは確かに現実

だと思います。当事者、本人、御利用者さん、御家族がその地域でとにかく安心して暮

らし続けられる、そこに尽きると思いますので、そこを目指してやっていく、できるこ

とはまだまだ少ないと思うんですけども、それぞれの地域でやっていくという、自分の

町、自分の地域でやっていくということになると思います。答えにはなってないんです

けども、その地域で暮らし続けるために地域生活支援拠点等の整備に向かっていきたい

と思います。 

 

髙橋会長 

地域生活支援拠点の対象者をどういうところに焦点化するのかというような問題と

も絡んでいると思いますので、引き続き御検討をお願いしたいと思います。この件につ

いては他にありますでしょうか。もうお一人だけお聞きして次に移りたいと思います。

松下委員、よろしくお願いします。 

 

松下委員 

地域生活支援拠点の評価について、部会の中で意見が分かれているというお話を伺い

ました。どういった項目が設定されるのかという不安等があるのかなというふうに推察

をしますけれども、幸い愛知県の場合は先行事例として複数年評価を実施した自治体が

あるという実績がありますので、その中で、先程来、皆様方から出ている意見について

は、それが妥当であるのか、あるいは対象者像として適切に評価ができてるいのかどう

か、こういったことは過去のデータから評価分析が可能ではないか、もしくは実施をし

ている自治体のヒアリング等で十分拾えるのかなというふうに思いますので、ぜひ生か

していただけるといいかなと思います。あわせて、例えば興味がある自治体があれば、

どちらかの自治体が作成した評価項目を実際プレ評価をしていただいて、それが県内で

使えるものなのかどうか見ていただくとよいと思います。また、これは地域生活支援拠

点はどういう体制として愛知県の中で充実させていくのかという指標にもなると思い

ますので、そういう形で常にブラッシュアップをしていくものなのだということで、さ

らにより良いものを組み立てていくものとして位置付けていっていただければいいの

ではないかなと思います。ぜひ愛知県はしっかりとどの自治体も体制整備に向けて評価

をして、次のアクションを起こせる県なんだ、ということを言っていけるようになると

いいなというふうに思っています。 

それから、福祉施設の入所者の地域移行についてですけれども、これは障害福祉計画
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に基づく目標設定ですので、成人施設からの地域移行というのがメインになるわけです

けれども、国の方でも検討していただけるといいなと思っていますし、愛知県の中でも

検討していただけるといいかなというふうに思う件ですけれども、児童入所施設からの

地域移行というところでも少し壁が見えてきています。今、児童入所施設を利用される

方たちは、障害児通所支援が充実してきたことによって施設入所するケースが減ってき

ているかなという実感があります。利用するケースというのは虐待による利用、それか

ら障害が重たいということによる介護度の高い方たちの利用ですので、この辺りの中か

ら介護度の高い方たちの地域移行は少し難しくなってきているというふうに思ってい

ます。18 歳を超えて 20歳まで、手帳の重度判定の方たちは措置延長が可能になってい

ますけれども、それがありきの状態で 18 歳での地域移行は難しいということもあった

りしていますので、実は大人の方たちだけではなく子どもから大人の生活に移行する段

階でも地域移行の課題というのが表面化してきてるんだということで、検討の要素とし

てぜひ取り上げていっていただくことをお考えいただければいいかなということで提

案としてお話させていただきました。 

 

髙橋会長 

前段のことについては、またそれも含めて部会の方の検討で生かしていただければと

思います。後段のことについては、県の認識を少しお聞きして終わりたいと思います。 

 

障害福祉課地域生活支援グループ加藤課長補佐 

はい。御意見ありがとうございます。成人だけではなく、入所児の地域移行について

そのまま大人の施設に移行するのか、成人年齢も下がることもあって、成人期に入った

時に地域移行を選択にするのかといったことでございます。もちろん入所児につきまし

ても例えば虐待であったりとかで、地域移行ができる方、もしくは必要とされている方

も十分いらっしゃるということを承知しております。地域生活体験モデル事業というも

のを今年度実施させていただいておりますが、そちらの方に今年度から施設入所児も対

象とさせていただきまして、各特別支援学校等にも御案内をさせていただきまして、こ

ういった地域生活体験をご希望されるお子さんがいらっしゃいましたら御案内をお願

いしますということをお伝えさせていただいています。そういったところから、実際の

地域移行のきっかけになればいいという部分と、私どももどういった支援をさせていた

だけば入所児がそのまま地域に移行できるのかということを検討するきっかけになれ

ばと思っております。入所児につきましては今後の検討課題だというように思っており

ますので、引き続き検討させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

髙橋会長 

それでは、次に移りたいと思います。三つ目は医療的ケア児支援部会についてです。
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この件については事務局から報告をよろしくお願いします。 

 

議題 

(1) 愛知県障害者自立支援協議会専門部会の活動状況について 

ウ 医療的ケア児支援部会の活動状況について 

 

障害福祉課医療療育支援室重症心身障害児者支援グループ木村室長補佐 

今年度第１回の医療的ケア児支援部会の開催が来週 21 日の開催予定となっておりま

す。本日は議題の紹介と報告事項の中から１点内容を御説明させていただきます。議題

といたしましては２点です。１点目として令和２年度医療的ケア児者支援社会資源調査

の結果についてと、２点目として令和３年度医療的ケア児等コーディネーター等につい

ての２点を予定しております。また、その他報告事項がございまして、その中から１点、

本日机上配付させていただきました資料になりますが、医療的ケア児及びその家族に対

する支援に関する法律案の全体像の方を御覧ください。本年６月 18 日、本法案が公布

されました。三月を経過した日を以て施行される予定でございます。今まで児童福祉法

や障害者総合支援法の中で、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営む

ために医療を要する状態にある障害児といったような形で定義をされていたところで

すが、改めて法律の中で定義づけられたということでございます。また、立法の目的、

基本理念がございまして、国や地方公共団体の責務、保育所の設置者、学校の設置者等

の責務ということで、今までの児童福祉法などでは努力義務的な書き方がされていたも

のが少し重い形になって様々な支援措置を講じることが求められております。国や地方

公共団体による措置や、保育所の設置者、学校の設置者等による措置などがございます。

もちろん、こういった中にも支援を行う人材の確保や、学校における医療的ケア、その

他の支援を行うために看護師等の配置といったように既に行われているものもござい

ますが、今回全く新しい案件といたしましてはこの支援措置の中にある、医療的ケア児

支援センターについては、都道府県知事が社会福祉法人等をして、または自ら行うとい

うことができるということになっております。この点に関しましても、現状、法案の条

文以上のものがございませんでして、厚生労働省からは施行に向けて、また改めて案内

をさせていただくということが通知されております。そういった情報を見ながら、また

部会の先生方にも御報告を差し上げていきたいと考えております。 

 

髙橋会長 

この件について、何かご意見はございますか。大石部会長、どうぞ。 

 

医療的ケア児支援部会大石部会長 

今のこの法律ができたということは大変大きくて、10 数年前なら学校に医療的ケア
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児に看護師をつけるというのは、名古屋市がつけてニュースになった、テレビで取り上

げられたという時代です。それがだんだんと名古屋市に見習って愛知県内の市町村の中

で少しずつそういう配置をしていただける市町村ができてきた。それはあくまでも市町

村の判断でやったということでございますが、今度は国がそうしなさいというふうに言

っていただけたということなので、これからだんだんと進んでいくのかなということで

す。10数年前はまだほとんど医療的ケア児に対する支援はないに等しかったのですが、

ここ数年来、愛知県内でもいろんな形での医療的ケア児に対する支援というものが徐々

にできつつあります。もちろんまだ満足な状態ではないです。特に一番困っているのは

人工呼吸器がついている方に対するショートステイ、なかなか人工呼吸器をつけた方を

受け入れるということになると、特に夜間が大変なものですから、それに対してはまだ

ないことはないんですけども、需要と供給がまだミスマッチな状況です。もっともっと

ショートステイで預かってほしいのに、まだまだ足りないと、それなりにだんだん増え

てはきているんですけども、そのような状況です。実は医療的ケア児、重心患者さんも

含めての話ですが、生まれた時に何らかの障害があって人工呼吸がついた状態で退院し

なければいけないとなったときに親御さんがとても見れないという状況の中で入所施

設を探してもなかなかないということで、基幹病院のＮＩＣＵ等にそのまま何年も入院

されてる方がいらっしゃいます。そういった問題もあったりする中で、頑張って親御さ

んが家でみますという方に対しては支援をきちっとやらなければいけないんですけど

も、それが今まで全然なかったということは国がこうやって認めていただいたというこ

とで、これから進むのかなという大変重要な法律が今回通ったということでございます。 

 

髙橋会長 

長く重症心身障害児等の医療的ケア児については課題が指摘されながら、取組がなさ

れてきませんでした。この度、医療的ケア児支援法が成立しましたので、ぜひ部会を中

心にして親の多大な負担と犠牲がなく医療的ケア児が地域の中で健康が保障され、そし

て、充実した地域活動ができるような地域づくりを県と一緒になって検討していただけ

るものと大いに期待しております。よろしくお願いいたします。他にありますでしょう

か。江川委員、お願いします。 

 

江川委員 

医療的ケア児等コーディネーターについてですが、コーディネーターの研修がこれで

３年目でしょうか。比較的多くの方が市町村に配置されていると思いますが、正直機能

している気がしません。これは恥ずかしながら豊橋市もなんですが、コーディネーター

に聞くと、業務が幅広過ぎて具体的に私たちの活動として何をしていいか分からないと

いうことをよく聞きます。やはり愛知県として医療的ケアのコーディネーターにどんな

活動を期待しているのか、体制整備なのか、個別支援なのかといったところを明確にさ



- 15 - 
 

れるといいのかなと思います。また、そういった悩んだコーディネーターさんたちに例

えば先駆的に活動してるコーディネーターさんの活動内容の情報提供とか横との繋が

りなどを作っていただいて、せっかく作ったコーディネーターをもう少し活用できるよ

うな体制を作っていただけると嬉しいと思いますので、今後どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

髙橋会長 

ありがとうございます。この件について、一言ずつ、部会長さんと県の方からお聞き

して終わりたいと思います。 

 

医療的ケア児支援部会大石部会長 

実は私のところも社会福祉法人で重心施設を持っていて、そこで相談支援事業所を 

持っていまして豊川市から医療的ケア児等コーディネーターを受けていますが、去年も

もちろん活動していたんですけども、ようやく今年になってうまく動き始めたかなとい

うところです。最初は右も左もわからない中で活動を始めたものですからなかなか分か

りづらく、おっしゃるようにこれまでみんな困っていたと思います。体制づくりと個別

支援というのはもちろんそのとおりで、今は体制づくりの方を多分一生懸命どうしまし

ょうという話を今進めているというところだと思いますが、これはなかなか経験の豊か

な人がいないということなので、なかなか厳しいと思いますが、うちも困っているとい

う状況です。 

 

障害福祉課医療療育支援室重症心身障害児者支援グループ木村室長補佐 

御意見をいただきましたコーディネーターの活用については、また引き続き周知も含

めて検討させていただきたいと思っております。また、もう１点は横の繋がりやコーデ

ィネーターさんのフォローというような形で今年度、部会の方の議題として先ほども少

しだけ紹介させていただきましたが、コーディネーターのフォローアップ研修なども計

画しておりますので、そういった中でフォローしていければと考えております。 

 

髙橋会長 

重要な御指摘かと思いますので、ぜひコーディネーターの育成と活用に向けて、さら

に検討していただければと思います。よろしくお願いします。各部会の報告ありがとう

ございました。それでは、次に移らせていただきたいと思います。 

それでは、二つ目ですけども第５期愛知県障害福祉計画の進捗状況について事務局か

ら説明をお願いします。 
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報告事項 

(1) 障害者相談支援アドバイザー会議の活動状況について 

(2) グループホーム整備促進支援制度について 

(3) 第２期愛知県特別支援教育推進計画の推進方策の目標及び進捗状況 

(4) あいち障害者雇用総合サポートデスクについて 

 

障害福祉課地域生活支援グループ加藤課長補佐 

第５期愛知県障害福祉計画の進捗状況について説明いたします。３ページの資料３を

御覧ください。第５期障害福祉計画は平成 30 年度から令和２年度までの３年間を計画

期間としており、今回の報告は令和２年度末の状況となりますので計画期間の最終実績

ということになります。なお、ここから 9 ページまでございますが、各事業を所管する

グループから入れ替わりで説明させていただきますので御了承ください。 

では資料３ページの方を御覧いただきまして、障害福祉計画の５つの成果目標のうち

一つ目の成果目標、障害者福祉施設入所者の地域生活への移行です。成果目標①ですが、

地域生活移行者数 177 人とする目標に対しまして実績は 89人、達成率は 50.3％と目標

を大きく下回っております。成果目標②ですが、施設入所者削減数 77 人とする目標に

対し実績は 131 人と目標を達成しております。続きまして、施設移行が進まない要因で

ございますが、評価と分析のところの①にございますように、本県は施設入所者が少な

いことと、②にございますように現在入所されている方は高齢化・障害の重度化が進ん

だ方が多いことなどが挙げられます。このため、今後の取組方針でございますが、地域

移行を希望する方に対してケース会議を行う際に、希望に応じて専門アドバイザーを派

遣するほか、地域生活体験モデル事業を実施いたしまして、グループホーム等を活用し

た宿泊体験を充実してまいります。 

 

医務課こころの健康推進室精神保健グループ鈴木室長補佐 

それでは４ページを御覧ください。精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構

築について、成果目標と実績の４点を簡潔に御説明いたします。一つ目は、すべての障

害保健福祉圏域ごとに保健医療福祉関係者による協議の場を設置するもので、目標を達

成しております。二つ目は、すべての市町村ごとにこの協議の場を設置するもので、目

標値は全 54 市町村設置のところ実績は 44 市町村設置であり目標達成には及びません

でした。右下の今後の取組方針にありますとおり、未設置市町村に対しましては、引き

続き圏域ごとの協議の場などにおいて設置を働きかけてまいります。三つ目は、長期入

院患者数の減少です。65 歳以上の患者数、65 歳未満の患者数ともに目標値には及びま

せんでしたが、平成 29 年度の第５期計画策定年度からは減少しております。今後の取

組方針にもお示しましたとおり、関連会議や研修を通じまして、保健医療関係者のみな

らず、福祉関係者の方々とも連携を取りつつ地域移行等を一層促進してまいります。四
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つ目の精神病床の早期退院率ですが、現時点で国立精神神経医療研究センターから関連

データは公表されておりませんが、当センターに確認しましたところ、近日公表すると

伺いましたので、また改めてお示しできればと思っております。 

 

障害福祉課地域生活支援グループ加藤課長補佐 

続きまして５ページの地域生活支援拠点等の整備について御説明いたします。地域生

活支援拠点は、第５期障害福祉計画では令和２年度末までに各市町村または障害保健福

祉圏域に少なくとも一つ整備するとの目標を掲げておりましたが、実績は 46 市町村で

達成率 85.2％にとどまっております。評価と分析欄でございますが、未整備の市町村

ではコロナの影響により、協議に遅れが生じた等の状況もありましたが、早期の実施に

向けて現在調整が進められていると聞いております。今後の取組方針といたしまして、

今後は地域アドバイザーと連携し、圏域会議等を通じて市町村の取り組み状況の把握を

しながら、早期に整備が完了するよう市町村に働きかけてまいりたいと考えております。 

続きまして６ページを御覧ください。福祉施設から一般就労への移行について御説明

いたします。成果目標①から④まで四つの成果目標を掲げておりますが、成果目標①は、

年々増加傾向でしたが、昨年度はコロナによる雇用調整等の悪化の影響からか実績は

1,163 人と令和元年度の 1,367 人を大きく下回り、達成率 81.8％となっています。ま

た、成果目標の③につきましても、令和元年度を下回り目標未達成となっております。 

今後の取組方針でございますが、福祉施設を対象とした一般就労相談窓口を、今年７月

より開設をさせていただきました。また、各種研修や事業所指導を通じ、事業者の質の

向上を図ってまいります。また、本日欠席の渡邉委員からは、今後の取組として、障害

者就業・生活支援センター、いわゆるナカポツセンターの活用についても検討してほし

いとの御意見をいただいております。資料に記載がございませんが、引き続き障害者就

業・生活支援センターにおいて、就業面と生活面の一体的かつ総合的な支援を提供して

まいります。 

 

障害福祉課医療療育支援室重症心身障害児者支援グループ木村室長補佐 

続きまして、７ページを御覧ください。障害児支援の提供体制の整備等でございます。 

成果目標①の児童発達支援センター、成果目標②の保育所等訪問支援、この２点でござ

いますが、児童発達支援センター、保育所等訪問支援、それぞれ県全体で現在 25 市町

と、36 市町となっております。それぞれ４ヶ所、６ヶ所、前年度末から増えております

が、まだ目標としては未達成というような状況になっております。また、医療的ケア児

支援のための関係機関の協議の場ということで、こちらの方はかなり進んでおりますが、

54 市町村中４市町村で現在まだ設置できていないということで、これについては一応

今年度中には設置予定だと伺っております。今後の取組方針にありますように、圏域会

議や市町村の自立支援協議会等を通じて市町村における取組状況を把握しながら、また
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市町村に働きかけていきたいと考えております。 

 

障害福祉課地域生活支援グループ加藤課長補佐 

続きまして８ページ障害福祉サービス見込量に対する利用実績について御説明いた

します。令和２年度のサービス見込量と利用実績を記載しておりますが、その中でも就

労移行支援、就労継続支援Ｂ型、グループホーム、計画相談、児童発達支援、放課後等

デイサービスなどで見込みを上回っております。他の数値につきましては、ほぼ見込み

通りか、見込みを下回っている状況です。なお、令和元年度と比較しますと、ほとんど

のサービスで増加しておりまして、令和元年度３月に発生いたしましたコロナによる利

用控え等の影響は限定的だったのではないかというふうに考えております。なお、本日

欠席の渡邉委員からはサービスの事業者数、事業所数と利用可能人数についても併記し

てほしいとの御意見がございました。現在、それらの数値につきまして圏域別の統計を

行っておりませんので、今後の検討課題とさせていただきたいと思います。次の９ペー

ジでは圏域別のサービス見込量と実績となりますので、また御確認いただければと思い

ます。 

 

髙橋会長 

ありがとうございました。第５期の進捗状況について、各課題について報告をいただ

きました。この件について御質問、御意見ありませんでしょうか。松下委員お願いしま

す。 

 

松下委員 

まず先に５ページについて１点、御質問させていただければと思います。地域生活支

援拠点ですけれども、整備単位についてその他のところがどんな形で展開を考えている

か、もしくは実施されているのかということを伺えると参考になるかと思いました。そ

れから、３の整備形態ですけれども春日井市さんだけが多機能と面的整備ということで、

具体的にどんなことをやっているのかというような話が伺えると参考になるかと思い

ました。 

また、３ページですけれども、地域生活移行についての実績を伺いました。地域移行

に対して施設の入所者の削減が多いというところで、国の目標に対して着実に進んでい

るということは理解ができます。一方で表を拝見すると、やはり地域移行もさることな

がら施設入所支援における高齢化と重度化に対する支援や、死亡退所の割合を考えると

やはり終末期支援にどれだけサポートができるのかということも大きな課題になって

いると思いますので、施設入所支援や地域移行について福祉協会としてももちろん検討

しているところですけれども、また一緒に考えていっていただけると嬉しいと思います。 

それから最後ですけれども、６ページ福祉施設から一般就労の移行のところですが、
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就労移行の利用促進が各自治体でも取り組まれているかと思いますが、表を見てもやは

り報酬改定の影響からなのか就労移行の事業所が減って来始めたかなというところが

見えてきました。一方で、就労継続支援Ｂ型の事業所が増えてきているというところで、

実は特別支援学校の保護者の方たちとお話をすると、就労移行を利用して一般就労とい

う思いよりも、利用期間が２年の事業を利用するよりは、Ｂ型事業所で安定したところ

を利用ができる方が親としては安心するという声もあり、このあたりが制度の目標と利

用される方たちのニーズとのミスマッチがかなり顕著になってきたかというふうに思

います。このあたりについて、Ｂ型事業所を使って例えば就労定着支援を利用した職場

定着ということももちろんできますし、それから生活介護や生活訓練というような就労

移行以外の事業所からの一般就労というものもできますしサポートの体制も整ってき

ています。そのため、就労移行支援事業に限らず、もちろん計画の目標の進捗把握とい

うものもありますので、ここには表れてこないかもしれませんけれども、施策の推進状

況を把握していくうえで就労支援のグロスで見ていくというところも忘れず追ってい

けるといいのではないかなと思いますので、利用者ニーズと体制整備というところでし

っかりとフォローしていっていただけるといいかなと思います。 

もう１点だけ、障害児支援についてですが、保育所等訪問支援が増えてきていますが

教育機関の皆さんにぜひお願いしたいのが、保育所等訪問支援は自治体が許可をすれば

中学校や高等学校、放課後児童クラブも利用ができますが、なかなか学校からの受入体

制と言いますか、なかなかこう入っていくことが難しいという状況がありますので、親

御さんが希望された場合には入っていきやすいような体制整備を、教育委員会さんを始

め学校現場で御検討いただけると、よりお子さんにとって良い環境づくりができ学校の

先生方の支援力の向上に繋がるのではないかと思います。教育と福祉、連携していきな

がら、充実していけるように、前進していける方策を考えていけるといいかなと思って

いますので御提案申し上げます。 

 

髙橋会長 

質問１件、御意見３つだと思いますけども事務局からよろしくお願いします。 

 

障害福祉課地域生活支援グループ加藤課長補佐 

５ページの方の質問からお答えさせていただきます。その他の部分は何かということ

ですが圏域単位ではないけれども複数の市町村で設置をしているといったものでござ

います。また、春日井市が多機能と面的整備ということですが、たしか中核的な法人さ

んが多機能の部分を担っているというようなことだったかと思います。続きまして６ペ

ージの方ですけれども、今年度、一般就労相談窓口を設置させていただき、それと同時

にそちらの方で、昨年度福祉施設から一般就労へ移行した方がどのような状態で移行さ

れたか、どういった支援で移行されたかといったことの実態調査も併せて実施すること
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としております。これにつきましても、年度末等に御報告させていただければと思って

おりますので、お願いいたします。 

障害福祉課医療療育支援室重症心身障害児者支援グループ木村室長補佐 

７ページの保育所等訪問支援についても御意見いただきました。私の方からも教育委

員会や、そういった現場の方にもまた声を届けていきたいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

髙橋会長 

ありがとうございました。他にありますでしょうか。では、大石委員お願いします。 

 

大石委員 

７ページの表のところで、重心児を支援する放課後等デイサービスで黒丸がついてい

て圏域で確保となっておりますが、放課後等デイサービスは特別支援学校から重心児を

送迎で施設に連れてきて自宅に届けるのが原則となっておりますので、送迎の範囲とい

うのは各施設で決まっていて、とても他市にまで行けません。例えば、重心児ではない

障害を持ったお子さんですと、大きな車で送迎できるということもあるかもしれません

が、重心児に関してはロングボディの車を使っても全員車椅子で乗れたとしても４人、

ストレッチャーの方がいたら２人しか送迎できないということで、大変送迎の状況は厳

しい中でやっておりますので他市にあるから圏域にあるからこれで整備していますと

いうのは、ちょっと違うんじゃないかなというふうに思われます。施設の方は送迎範囲

内を決めていると思うので、その送迎範囲内にこの圏域全部入っているならば、整備と

いうことになると思いますが、そうでなければ整備ということにはならないのではない

でしょうか。 

 

髙橋会長 

圏域という展開は実態に沿っているのか、実際にそれが圏域の人が利用できるような

ことになっているのかどうか。そのあたりを県の方からお願いします。 

 

障害福祉課医療療育支援室重症心身障害児者支援グループ木村室長補佐 

事業所ごとの状況ということになるかと思いますが、今回の調査については市町村を

通じていただいている回答になりますので、改めまして市町村を通じて各事業所の送迎

範囲等確認させていただきたいと思います。ありがとうございました。 

 

髙橋会長 

また次回にでも御報告お願いします。それでは他に長谷川委員、お願いします。 
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長谷川委員 

２点ほど確認させていただきたいのですが、まず３ページ目、平成 28 年度から令和

２年末までの地域生活移行者数 177 人とされています。この中に精神障害者も対象にな

っているかどうかを確認させていただきます。もし対象になっていないとすれば、その

理由をお聞かせ願いたいと思います。それから、次のページの４ページ目の精神障害に

も対応した地域包括システムの構築についてですが、その中に令和２年度末までにすべ

ての市町村において保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置するということにな

っております。設置率も 100％じゃないことを聞いておりますが、この協議の場に精神

障害者家族会はどういうふうに関わり合いをもっていくかということをお聞きしたい

と思っております。と申しますのは、現在、政令市の名古屋市の場合は家族会はオブザ

ーバー参加だそうです。それから、豊田市はメンバー参加だそうです。私のところの刈

谷市はどちらも参加しておりません。関西のある保健所長が言っている言葉の中に、こ

の「にも包括」が４年経ちますがなかなか進展しないと。家族会からも声を上げて提案

していくべきだということを言っている保健所長もみえます。従って、この「にも包括」

の協議の場に家族会がどういうふうに関与したらいいかというのを教えていただきた

いなというのが２点目です。 

 

障害福祉課地域生活支援グループ加藤課長補佐 

177 人のうち精神障害者が何名かということですけれども、この 177 人の対象となる

のが福祉施設、障害者入所施設の入所されている方となっております。主な障害はお伺

いしておりますが、精神障害のある方はそのうち 177 名のうち、お１人というふうにな

っております。これは主な障害ですので身体と精神の重複ですとか、知的と精神の重複

ですとかですと知的が主なものということで選択させていただいておりますので、そう

いった選択の中で精神障害が主なものといったことについてはお１人となっておりま

す。よろしくお願いいたします。 

 

医務課こころの健康推進室精神保健グループ鈴木室長補佐 

引き続きまして、市町村ごとの協議の場への精神障害者の家族会さんなどの関わり方

についてです。こちらは一義的には市町村ごとの協議の場ということで市町村が実施主

体となっているものですが、市町村へのアンケートにおいて協議の場でどのようなこと

を議題としているかを聞いたところ、例えば精神障害者の家族支援に関わるような事項

を検討、協議しているというような市町村も複数ありました。ただ、まだまだ関わり方

が足りないというようなお話もあろうかと思いますので、圏域ごとの協議の場などでも

そう言ったようなお話を伝えていきたいと思っております。 
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長谷川委員 

精神障害者の家族会は、協議の場には参加しなくてもいいということですか。 

 

医務課こころの健康推進室精神保健グループ鈴木室長補佐 

どれぐらいの市町村で家族会が協議の場に参加しているか直近の実態を把握してお

りませんので、またアンケートによって状況を把握したいと思っております。 

 

長谷川委員 

よく分かりませんが、協議の場は保健・医療・福祉関係者による協議の場ということ

で、この三つの中に家族会は入らないということでしょうか。 

 

医務課こころの健康推進室精神保健グループ鈴木室長補佐 

 そのようなことはないと思っております。 

 

髙橋会長 

基本的なことの確認ですが、こういう会議において家族会は国の方針としてはどうい

う位置付けであるのか、そして、県の方針としてはどういう位置付けなのかということ

を教えていただけるといいかと思います。 

 

医務課こころの健康推進室精神保健グループ鈴木室長補佐 

国は、圏域単位の協議の場においては、保健・医療・福祉の関係者の他に、精神障害

の当事者や家族の方も含むことを示しております。そういったことを考えますと市町村

の協議の場においても精神障害者の当事者や家族の方も対象に含まれるものと思って

おります。 

 

髙橋会長 

言われたようなことが基本の方針ということですね。その方針に沿って、各基礎自治

体との話し合いでは県の方針を示されるということのようです。それでは、他には御意

見いかがでしょうか。中住委員、お願いします。 

 

中住委員 

先ほどの３ページの成果目標①の 177 人のうち精神が１人ということでしたが、実際

にその地域移行の支援をしているものはまた別で捉えているということでいいのでし

ょうか。というのは、評価と分析ではなかなか地域移行が進まないということが３ペー

ジに書いてありますが、８ページの障害福祉サービスの見込量のところですけれども

（４）に相談支援のところで地域移行支援ってありますよね。 
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障害福祉課地域生活支援グループ加藤課長補佐 

今の御質問について、お答えをさせていただきます。８ページの地域移行支援に精神

障害のある方が 37 名となっております。この地域移行支援は福祉施設入所からの地域

移行と精神科病院からの地域移行の両方に支給決定がされます。おそらくこの 37 名の

方の大半は精神科病院からの地域移行ではないかと考えております。また３ページの方

は施設入所支援を受けてみえる方だけですので、８ページでいきますと（３）の居住系

サービスのところに施設入所支援がございます。こちらの方で精神の方 53 名いらっし

ゃると思いますが、この中のお１人であったであろうと思っております。 

 

中住委員 

もう１点だけ。４ページの精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築のとこ

ろです。目標④（１）から（３）について入院後３ヶ月、入院後６ヶ月、入院後１年の

時点での退院率の推移という解釈でいいですか。というのはなぜかというと、僕も医療

機関から離れてしばらく立ちますが、今の医療機関の体制はやはり比較的早期退院にな

っているんですよね。だからそこの部分だけ取り上げると綺麗な数値になると思います

が、実を言うと精神病床は 30 万床ぐらいですが、その中で長期入院の方はすごく多く

て、そこのところを表さないと、これだけ見るとなんかすごい退院率だなというように

捉えられてしまうのではないかと思いました。 

 

髙橋会長 

どういう御質問でしょうか。 

 

中住委員 

この３ヶ月、６ヶ月、１年単位の時点の退院率ではなくて、それ以上の長期入院に  

なっている人の数値を出した方がいいのではないかというふうに思っています。 

 

医務課こころの健康推進室精神保健グループ鈴木室長補佐 

こちらの計画は国が示した目標に準じまして、入院後３ヶ月、６ヶ月、１年の単位で

示しております。御指摘のとおり古くからの長期在院者の退院は非常に難しい問題かと

思っております。その数字がどうやって出せるのかということは、すぐにお答えできず

申し訳ありませんが、そういった長期在院者の問題は承知しております。また対応など

を考えていきたいとは思っておりますので、いろいろアドバイスいただけたらと思って

おります。 

 

髙橋会長 

どうしてもそういう数字をお知りになりたいということであれば、また次回の時にで
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も調べていただいて御報告いただくということもできると思います。 

 

中住委員 

僕が医療機関にいたときには１年に１回ぐらい長期入院者の調査を愛知県と、僕は豊

橋ですけれども豊橋市でもしていたんじゃないかなと思うんですが。今、県の方でそれ

をやってらっしゃるのかどうか分かりませんけれども。 

 

医務課こころの健康推進室精神保健グループ鈴木室長補佐 

その点については、また確認しまして次回にでもお示しできればと思っております。 

 

髙橋会長 

今日のこの報告は第５期の計画として挙げられた目標についての実績の報告ですの

で、こういうふうな報告にとどまっているということだと思います。でも重要なことで

すので、また次回報告をよろしくお願いします。 

では、報告事項に移らせていただきます。まず、報告事項（１）から（４）について

事務局から一括して説明をしていただいて、その後に御質問や御意見をお受けしたいと

思います。よろしくお願いします。 

 

障害福祉課地域生活支援グループ加藤課長補佐 

10 ページの資料４を御覧ください。令和３年度第１回障害者相談支援アドバイザー

会議の活動状況について御説明いたします。今年度は、地域生活支援拠点を取り上げる

こととしております。第５期障害福祉計画の目標でありました令和２年度末までの整備

が完了していない市町村もございますので、市町村自立支援協議会等で働きかけ等を行

うとともに、地域アドバイザーを通して課題や工夫を共有し機能の充実を図ってまいり

ます。 

続きまして、11 ページの資料５の説明をさせていただきます。グループホーム整備

促進支援制度ですが、例年は説明会、ビデオ上映会、見学会、相談会の順に実施してお

りますが、今年度はコロナ対策による見直しとグループホームの支援力の向上を目指し

まして、説明会を６月３日にオンラインで実施をさせていただきました。また８月４日

には相談会①の方になりますが、新規開設事業者向けに特化をして相談会を開催して、

ビデオ上映会とグループ相談会を実施する予定としております。また、相談会②のとこ

ろでございますけれども、既設事業者向けに特化いたしましてこちらの方では虐待防止

の取組に関する講義のほか、支援者向けのグループ相談会も初めて開催をさせていただ

く予定としております。 
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愛知県教育委員会特別支援教育課振興・就学グループ鎌谷主査 

日頃は本課の事業に対しまして御理解と御協力を賜り誠にありがとうございます。12

ページ資料６を御覧ください。第２期愛知県特別支援教育推進計画の推進方策の目標及

び進捗状況について抜粋して説明をさせていただきます。私からは、１の幼稚園、保育

所等、小中学校、高等学校の状況を説明いたします。１の（２）、個別の教育支援計画

及び個別の指導計画の作成率の向上を御覧ください。ここ数年、作成率は着実に伸びて

いるところでありますが、今後、通常の学級における、作成率の向上に向けた取組を重

点的に進めてまいります。また、その下にあります支援情報の引継ぎ率でございますが、

中学校に在籍する特別な支援を必要とする生徒に関する支援情報の引継ぎについては、

高等学校における通級による指導の制度化を受け、より一層重要となっております。県

としましては中高連携特別支援教育推進校研究といった成果を市町村教育委員会や高

等学校、中学校に還元し引継ぎ率の向上を図っていきたいと考えております。続いて、

２の（１）研修の充実を御覧ください。特別支援教育に関する研修会への参加率につい

てはすべての教員が適切な支援、指導を行うための研修を受講できるよう取り組んでま

いります。引き続き研修への参加の啓発に努めていきたいと思っております。また、教

員の専門性の向上を目指して特別支援学校教諭等免許状保有率の向上、リーダーとなる

人材の育成のための人事交流についても取組を進めてまいります。３の（１）、小中学

校への特別支援学級の設置については、小学校も中学校も学級数が増加してきておりま

す。特別支援学級では本人、保護者の意見等を踏まえて障害者に応じた支援、指導を行

えるように取り組み、今後も特別支援学級を適切に設置していきたいと思います。（２）

の高等学校の通級指導教室の設置については、設置校数の拡大に取り組んでおります。

高等学校における通級による指導の人数を把握し、必要な環境等の整備の充実を図って

まいります。 

 

愛知県教育委員会特別支援教育課指導グループ尾野主査 

続きまして 13 ページ特別支援学校の実施状況について説明をさせていただきます。

一つ目、医療的ケアの充実についてでございます。各学校における医療的ケアを必要と

する児童生徒数の増加とともに、医療的ケアの内容につきましても複雑化、多様化、高

度化しているため、適切に医療的ケアが実施できるよう、また、保護者の付き添い等の

負担の軽減がされるよう看護師の増員を図っております。二つ目、専門性の向上につい

てです。特別支援学校教諭免許状の保有率 100％に向け令和３年度採用試験から特別支

援学校教諭等免許状を保有または取得見込みを受験資格とさせていただいております。

また、免許状未保有の教員すべてに対し取得に向けた計画を提出させ県の認定講習や大

学の公開講座等を受講し早期に免許状を取得できるよう強く指導するとともに、引き続

き愛知教育大学を始め県内の大学に現職教員に対する公開講座の充実を要請するなど

速やかな免許状取得に向けた環境づくりに努めております。三つ目として、知的障害特



- 26 - 
 

別支援学校の過大化による教室不足と肢体不自由特別支援学校の長時間通学の緩和を

図るため、本県初となる知的障害と肢体不自由の学級を併置するにしお特別支援学校が

令和４年４月に西尾市に開校いたします。最後ですが、就労支援の実施状況についてで

あります。平成 27 年度から配置を進めております就労アドバイザーにつきましては、

令和元年度に１名増員し、令和２年度は３名の配置となっております。新たな実習先や

就労先の開拓、企業等とのより良い連携のあり方について専門的に取り組んでおります。

また、知的障害特別支援学校の就労支援の充実を図るため、進めておりました知的障害

特別支援学校高等部への職業コースにつきましては、令和２年度を以てすべての知的障

害特別支援学校高等部において設置が完了し職業教育の充実を図っております。 

 

就業促進課高齢者・障害者雇用対策グループ松永課長補佐 

私からは 14 ページ資料７あいち障害者雇用総合サポートデスクについて御説明させ

ていただきます。１のサポートデスクの概要でございますが、県と愛知労働局が一体と

なって障害者雇用に取り組む企業の課題に応じた対応をする企業向けの相談窓口とな

っております。各地域において障害者就業・生活支援センターがハローワークや就労支

援機関など関係機関と連携を取りながら、障害者の就業及び就業に伴う日常生活、社会

生活上の相談支援を一体的に行っておりますが、サポートデスクでは企業に対して地域

を越えて就労支援機関と連携をしながら障害者の受け入れから雇入れ後の定着支援ま

での切れ目のない支援を行うことにより県内の障害者雇用と職場定着のさらなる促進

を図っております。２の主な事業内容ですが、企業相談窓口の設置と運営とございます

けれども、具体的にはまず企業の相談内容をしっかり聞き取った上で、受入れ準備支援

であれば他社の雇用事例の紹介、また助成金のこと、障害者雇用に対し具体的なイメー

ジを持っていただけるよう就労支援機関や他の企業で実際に働く姿を見学していただ

くためのコーディネートをしています。採用活動の支援であれば、障害特性に合った求

人募集の提案、また職場実習を推進するために就労支援機関へ実習を受け入れる企業の

情報をネット上で提供をしております。職場定着支援においては企業では対応が難しい

課題や問題に対してあいちジョブコーチの派遣、地域の就労支援機関との連携を推奨し、

企業と地域の就労支援機関の橋渡しを行っております。次に、就労支援者の養成ですが、

あいちジョブコーチとして活用いただくための就労支援者の養成、またスキルアップ研

修、就業生活支援センター担当者のスキルアップ研修も実施しております。また、今年

度は障害者テレワークの導入支援というものも実施をしていきます。３の利用実績につ

いては、御覧のとおりでございます。年々、利用件数が増加しております。最後に、４

の新型コロナウイルス感染症の影響でございますけれども、企業訪問を断られたり、職

場実習の中止、採用計画を縮小する企業もございました。また、労働者においては自宅

待機後に出社できないなど、体調不良になるケースが散見されました。 
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髙橋会長 

この４件の報告事項について、御質問や御意見があればお伺いしたいと思います。大

石委員、お願いします。 

大石委員 

13 ページの特別支援学校の（２）医療的ケアの充実で、愛知県は看護師を増やして医

療的ケアを特別支援学校で充実させるという方針だということのは分かっております

が、全国的に見れば特別支援学校の教員の先生方が医療的ケアをやっているという県の

方が多い状況です。愛知県はその方針ではないということなのですけれども、次々とや

はり医療ケアの方が増えておりまして、看護師をとても増やしてはいただいていますが

看護師のケアだけでは足りなくて、やはりお母さんたちが学校に行って自分の子のケア

をやっているということが慢性化しているというふうに思っております。すべてのケア

をその先生たちにやっていただくのではなくて一部のそのリスクの少ないケアについ

て先生たちもやっていただけると看護師の負担も減ってお母さんたちの負担も減るの

ではないかなと思います。もちろん適切な定められた研修を先生たちも受けなければい

けないんですけども、そういったことについて先生たちにも医療的ケアの一部を担って

いただくというような考えはないのでしょうか。 

 

愛知県教育委員会特別支援教育課指導グループ尾野主査 

御意見ありがとうございます。そのことにつきましても検討していかなくてはいけな

い状況にあると認識をしております。現在のところでは看護師の増員による医療的ケア

の充実を考えておりますが、子どもたちの状況等により、今後検討していきたいと考え

ておりますので、よろしくお願いします。 

 

髙橋会長 

重要な御指摘かと思います。他に御意見ありませんでしょうか。松下委員、お願いし

ます。 

 

松下委員 

特別支援教育の関係ですけれども、昨年度、一昨年度と特別支援教育にかかる管理職

のリーダーシップ向上研修の講師として携わらせていただきましたが、管理職の皆さん

方でも療育現場を御覧になったことがない方が結構たくさんいらっしゃるということ

が把握できました。おそらく現場の教員の方たちも同じかなと思います。学校における

生活環境をどう整えていくのかということは、安定した学校教育を送っていくためには

重要な要素だと思います。児童発達支援センターや障害児入所施設等での療育ノウハウ

や生活支援の環境をどう整えているのかというところで一定程度協力できるところが

あるのではないかと思いますので、私たち事業所の見学であったりとか、情報交換や学
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習、そういったものもそれぞれの市町村単位であればやりやすいと思いますので、そう

いったことも御検討いただいたらどうなのかなというふうに思っています。 

それから、あいち障害者雇用総合サポートデスクについて、これは期間限定のものな

のでしょうか、それとも続けていかれるものなのでしょうか。まずその１点伺いたいと

いうことと、継続していかれるということであれば障害者就業・生活支援センターもさ

ることながら、地域障害者職業センター、あるいはハローワークと取組として重なるよ

うな部分もあるかなと思いますので、何かしら一定の業務分掌をお考えになっているの

か役割の整理、あるいはここは共同してより重層的にやっていこうとお考えになってい

るのかなど、この窓口のこの先の展開について何かお考えなっていて各関係機関に期待

していることがあれば伺えればと思います。 

 

髙橋会長 

それでは、それぞれ事務局からよろしくお願いします。 

 

愛知県教育委員会特別支援教育課振興・就学グループ鎌谷主査 

御意見ありがとうございます。市町村の小中学校教員が福祉施設等の理解を深めてい

くことに関しては、教育と福祉の連携に関する厚労省と文科省連名での通知の中でも研

修の場を設けることの大切さということが言われております。市町村特別支援教育担当

指導主事等の会議でそこの部分の重要性について改めて伝えてまいりたいと思います。

また、松下委員には今年度も研修の講師を務めていただく予定になっておりますが、さ

なざまな研修の場でも、その点についてお伝えをさせていただきたいと思っております。

ありがとうございました。 

 

就業促進課高齢者・障害者雇用対策グループ松永課長補佐 

御意見ありがとうございます。まずあいち障害者雇用総合サポートデスクが一時的な

ものなのか、あるいは継続されるのかということについては、今後も引き続き開設をし

ていく予定ではございます。もう１点、役割の整理でございますけれども、こちらはや

はり連携が一番ですので、そういった障害者職業センターも含めて連携を密にとって、

重なることがないよう、あるいは両方で互いがやることによってより良い支援になるよ

うに連携を深めながら随時やっているところでございます。 

 

髙橋会長 

他にありますか。木本委員、お願いします。 

 

木本委員 

12 ページの特別支援教育のところで、教員の専門性の向上ということで研修をかな
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りのパーセントでされています。その中身は分かりませんが、教員の方々にインクルー

シブ教育の重要性みたいな研修など、そういったものはあるのでしょうか。 

 

愛知県教育委員会特別支援教育課振興・就学グループ鎌谷主査 

御意見ありがとうございます。研修に関しては特別支援教育全般の内容でどういった

参加率かということを計っておりますので、研修の中身ごとでの参加率については集約

はされていない状況です。研修の内容としましては市町村で行われる研修、県で行われ

る研修におきましては、特別支援教育コーディネーター、管理職、特別支援学級の担任、

通級による指導の教員を対象にした子どもへの支援指導の充実が中心の研修のものが

多いです。インクルーシブ教育に関する研修につきましては、先ほど申しました市町村

の特別支援教育を推進していく指導主事に、理解を深めていっていただきたく会議の場

で研修の場も設けておりまして、折りに触れながら伝えているところであります。今後

も重要な点であると思いますので、そこに力点を置いた研修というものも計画してまい

りたいと思います。 

 

髙橋会長 

それでは、もうお一人。では、岡田委員、お願いします。 

 

岡田委員 

12 ページについて一つだけお聞きしたいのですが。高校への情報の伝達のところで

支援情報の引継ぎ率が公立高校の方が低くて私立高校が 59.1％っていうふうになって

いますけれども、これは公立高校がなかなか進まないのはどのような理由があって進ま

ないのか教えていただきたいです。 

 

愛知県教育委員会特別支援教育課振興・就学グループ鎌谷主査 

高校等への引継ぎ率がなかなか上がっていかないという点については本課としても

課題と考えているところであります。なぜ上がっていかないかというところに関しまし

ては、教員自身の引継ぎに対する重要性というものの理解についてもしっかり今後も研

修を進めていかなければならないという点もございますが、本人であったり保護者がそ

の進学先に情報を伝えていくことを少し心配をされるといったところがあるというこ

とも意見としては聞こえてきております。現在、今年度末に完成を目指して保護者と本

人、そして学校の教員も含めて個別の教育支援計画の作成であったり、引継ぎを進めて

いくことが子どもの育ちにとって大事なものになるというところを周知していくリー

フレットを作成していく予定でございます。それを市町村の教育委員会や学校において

活用していただくことでこの引継ぎ率が上がっていくとよいと考えて取り組んでおり

ます。 
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髙橋会長 

ありがとうございました。他によろしいですか。江川委員、お願いします。 

江川委員 

11 ページのグループホーム整備促進支援制度のモニタリング調査のところで地域ア

ドバイザーから要望があったグループホームを追加というのは、課題のあるグループホ

ームが非常に増えておりますのでとてもありがたいと思っております。それでお願いで

すけども、この内容のところに管理者向けとありますが実は雇われ管理者で権限はない

管理者も結構見えます。ですので、必要においては経営者まで入れていただけるととて

もありがたいので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

髙橋会長 

事務局から何かコメントありますか。 

 

障害福祉課地域生活支援グループ加藤課長補佐 

御意見ありがとうございました。現在、モニタリング調査も検討している段階ですの

で御意見を踏まえまして調整をさせていただきたいと思っております。よろしくお願い

いたします。 

 

髙橋会長 

皆さん、たくさんの御意見や御質問ありがとうございました。この報告についてはこ

れぐらいで終わらせていただきたいと思います。もう一つ、県の方から新型コロナウイ

ルス感染症の発生状況について、これも私たちにとっては重要な課題ですので、少し報

告をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

障害福祉課地域生活支援グループ加藤課長補佐 

県内の障害者支援施設における新型コロナウイルス感染症の発生状況について、昨年

度第２回自立支援協議会でも報告させていただきましたが、今回も引き続き、口頭で報

告させていただきます。まず利用されている方の感染状況ですが５月末の速報値で昨年

度からの累計で 384 人となっております。また従事者の方につきましては同じく５月末

の速報値で累計 282 人となっております。なお、６月は顕著な減少傾向が見られており

ます。また、クラスターの発生状況ですが今年度は５月末まで４月、５月の２ヶ月間で

３件発生いたしました。県からは施設の希望に応じまして災害派遣医療チームＤＭＡＴ

や応援職員の派遣などの人的支援のほか、防護服やマスク等の物資の提供を行わせてい

ただきました。次にワクチンの優先接種ですけれども、障害者施設の従事者及び利用者

へのワクチン接種を加速化するために市町村に対して弾力的な設置の運用を依頼する

とともに、障害者支援施設等又は在宅の重症心身障害者の巡回接種を実施する医療機関
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に対して助成を行っているところでございます。今後とも感染症対策に取り組んでまい

ります。 

また最後に欠席の増田委員からいただきました御意見について回答を口頭で披露さ

せていただきたいと思います。県美術館等での支援をお願いしたいといったようなご内

容でございますが、担当課である文化芸術課に確認いたしましたところ、例えば県立美

術館では鑑賞時の大声などにつきましてお子様も含めて控えていただきますように案

内監視のスタッフからお声がけをさせていただいております。また鑑賞に御不安のある

お客様につきましては受付スタッフに一言お答えをお伝えいただけましたら、展示室内

のスタッフと共有させていただき、できる限りの配慮をさせていただきますので、お声

がけをお願いいたしますとのことでございましたので御案内させていただきます。以上

で説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

 

髙橋会長 

新型コロナ感染症への対応の現状について少し報告いただきました。今はワクチン接

種が大きな課題となっておりますが、この件について何か御意見や御質問がありますで

しょうか。よろしいですか。ワクチン接種については、どのような合理的配慮をすれば

平等な接種が保障できるのかという観点で取組を進めていただければありがたいと思

っております。 

他に御意見よろしいでしょうか。皆さんの御協力をいただきまして、本日の議事はす

べて終了いたしました。以上をもちまして、愛知県障害者自立支援協議会を終わらせて

いただきます。ありがとうございました。 

 

障害福祉課地域生活支援グループ加藤課長補佐 

髙橋先生、議事の取り回し、どうもありがとうございました。また、委員の皆様には

長時間にわたり熱心な御意見、御協議をいただきましてありがとうございました。今回

の議事録につきましては後日委員の皆様方に送付をさせていただきます。御確認いただ

きました後にホームページに掲載させていただく予定ですので御了解いただけますよ

うお願いいたします。以上をもちまして令和３年度第１回愛知県障害者自立支援協議会

を閉会させていただきます。どうもありがとうございました。 

 

５ 欠席委員の意見 

（事前質問）地域での暮らしの中で、どのような助けがあるといいと思いますか。 

（増田恵輔委員）あいさつをしても返してくれない人が多いです。ちいきの一人として

みとめてほしいです。 

 


